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支
部
は
、
６
月
15
日
に
職
員
接
遇
研
修
会
「
接

遇
力
ア
ッ
プ
！
笑
顔
と
心
遣
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
を
明
石
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル
で
開
催
し
、
病
院
・

診
療
所
の
事
務
職
員
や
看
護
師
、
新
人
か
ら
ベ
テ
ラ

ン
ま
で
43
人
が
参
加
し
た
。
医
療
業
界
出
身
、
接
遇

講
師
と
し
て
大
ベ
テ
ラ
ン
で
元
大
手
前
短
期
大
学
教

授
の
水
原
道
子
先
生
が
講
演
。
少
人
数
で
の
実
習
や

医
療
現
場
で
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
え

を
述
べ
合
う
な
ど
実
践
的
な
研
修
で
好
評
を
博
し
た
。

水
原
先
生
は
、
「
医
療
機
関
の
接
遇
で
一
番
大
切

な
の
は
優
し
さ
で
す
」
と
ま
ず
強
調
。
心
構
え
と
し

て
「
笑
顔
配
り
」
「
言
葉
配
り
」
「
心
配
り
」
の

「
三
配
り
」
が
大
切
と
し
、
ど
ん
な
に
丁
寧
な
言
葉

づ
か
い
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
患
者
さ
ん

へ
の
声
掛
け
も
、
右
肩
を
少
し
下
げ
て
、
相
手
の
右

目
を
見
て
に
っ
こ
り
と
、
と
実
演
し
、
感
じ
良
く
、

な
ん
で
も
聞
い
て
く
れ
そ
う
な
雰
囲
気
を
作
る
の
が

技
術
的
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
た
。
さ
ら
に
体
調
を
気
遣

う
一
言
な
ど
の
言
葉
か
け
の
積
み
重
ね
で
患
者
さ
ん

に
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い
た
だ
く
、
そ
う
い
う
対
応
を

医
療
機
関
と
し
て
意
識
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
ク
レ
ー

ム
防
止
に
も
繋
が
る
と
強
調
し
た
。
二
重
敬
語
な
ど

よ
く
あ
る
誤
っ
た
言
葉
遣
い
な
ど
敬
語
の
基
本
も
ク

イ
ズ
形
式
で
解
説
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
「
長
く
働
い
て
お
り
ま
す
が
接

遇
研
修
は
初
参
加
で
す
。
日
常
意
識
せ
ず
間
違
っ
た

言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
と
改
め
て
勉
強
で
き
ま
し
た
。

参
加
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
」
「
日
頃
何
気
な
く
し

て
い
る
動
作
や
言
葉
づ
か
い
も
患
者
さ
ん
に
見
ら
れ

て
い
る
ん
だ
な
と
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
プ
ラ
ス
に

も
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
る
と
意
識
し
た
い
」
「
ひ
と
言

プ
ラ
ス
、
長
引
く
話
を
う
ま
く
断
る
力
を
身
に
つ
け

て
実
践
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
」
「
や
さ
し
さ
を
大

事
に
す
る
と
い
う
言
葉
が
響
き
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ

間
で
今
日
の
内
容
を
共
有
し
、
よ
り
良
い
接
遇
を
心

が
け
た
い
で
す
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

優しい「笑顔」「気遣うひと言」「心配り」
接遇力アップがクレームも減らす！

接遇研修会に43人

水原先生は「医療機関の接遇で一番大切なのは優しさ」と強調。少人数での実習や医療

現場での様々なシチュエーションについて考えを述べ合うなど実践的な研修で好評

質問に対する水原講師のコメントより
【クレーム対策について】

一番大切なことは、クレームが発生しないように、日頃から和やかで、明

るい雰囲気を作り上げ、スタッフの一人ひとりがそれぞれの立場で、患者さ

んやご家族の方々と、さり気なく言葉を交わしあい、心の通った院内にする

ことだと思います。そのうえで、三大クレームの「待たされる」「説明が判

りにくい」「言葉や態度が悪い」と言われないように、原因対策・報告のた

めの院内ミーティングを行うことが大切です。職種や立場を超えたチームワー

クの良さでお互いをフォローしあうことによって、クレームの発生と私たち

のストレスをなくしていきましょう。

【一人暮らしや認知症の方等、説明が伝わりにくい場合の対応】
・理解力が不足している方や、勝手な判断をする方、また聞こえにくい方な

どには、図や文字など、書いたものを差し示しながら説明し、その紙面を手

渡すのがいいと思います。特に、待つ場所や検査場所、次に行くべき場所な

どの説明は、大きな字と色分け表示したフロアーマップ上に、赤く番号をつ

けたり、線や矢印で示したりと、動きを図示することです。

・説明も、ポイントを箇条書きの文章にして渡すことで、帰宅した後にも、

目で何度でも確認でき、また家族の方にも伝えることができます。

なにより後日、話したという事実や内容の証拠となります。
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∥新点数Ｑ＆Ａ∥

＜医療情報取得加算> ※医科歯科共通

※レセプトオンライン請求、院内掲示等の施設基準有。届出不要。

情報を取得したうえで診療をした場合に月1回に限り初再診料にいずれかの

点数を加算します。マイナ保険証でなく従来の保険証で確認したほうが高い

点数設定となっています。「初診時問診表」も活用します。

Ｑ１ 初・再診料の「医療情報取得加算」について、健康保険法第３条第13項に規定

する電子資格確認（以下「オンライン資格確認」）により患者の診療情報等の取得を

試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう

考えればよいか。 Ａ１ 医療情報取得加算２または４を算定します。

Ｑ２ 患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どの

ように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者

の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのよう

にすればよいか。 Ａ２ いずれの場合も医療情報取得加算１または３を算定します。

Ｑ３ 医療情報取得加算１および２について、同一の保険医療機関において、同一月

に同一の患者について、他の疾患で初診料を２回算定した場合について、医療情報取

得加算１または２を２回算定できるか。 Ａ３ 算定できません。

Ｑ４ 医療情報取得加算３および４について、それぞれ３月に1 回に限り所定点数に

加算することとされているが、同加算３を算定する患者について、３月以内に同加算

４は算定可能か。また、同加算４を算定する患者について、３月以内に同加算３は算

定可能か。 Ａ４ いずれも算定不可。医療情報取得加算３または４のいずれかを３

月に１回に限り算定できます。


